
地方公営企業等金融機構の財務会計に関する研究会（第９回）

【開催日時等】
○ 開催日時：平成２０年４月１１日（金）１６：３０～１８：００
○ 場 所 ：総務省 ６０１会議室
○ 出席者 ：鈴木座長、泉澤委員、樫谷委員、田中委員、森田委員、百合野委員

吉林委員
平嶋公営企業課長、満田公営企業金融公庫融資部長、
山田地方公営企業等金融機構設立準備室長

【議題】
地方公営企業等金融機構の財務会計に関する研究会報告書骨子（草案）につい

て

【配布資料】
資料１ 地方公営企業等金融機構の財務会計に関する研究会報告書骨子（草案）
資料２ 政府補助金に係るＩＡＳＢの動向等について
資料３ ＩＡＳ２０政府補助金の定義、範囲について
資料４ ＩＦＲＳ、ＩＰＳＡＳと地方公営企業等金融機構について
資料５ 公益法人会計基準の改正等について（ 公益法人会計基準」及び「公益「

法人会計基準注解 ）」
資料６ 「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金に関する

監査上の取扱い」の改正について

【概要】
■事務局より資料１～６説明

■委員からの主な指摘等

○ 金利変動準備金は、長期にわたって固定金利等での貸し付けを行う機構の
金利変動リスクに対応するための財務基盤として政府機関である公庫から承
継するものであり 「固定金利」等での貸し付けを行うことについて、報告、
書で明記するべきではないか。

○ 機構の出資者でもある地方公共団体としては、機構の公正性が確保される
ような会計の基準が設定されることが望ましい。

○ 四半期毎の財務諸表の作成について、機構への移行作業の状況等により当
面の適用は免除するとしても、報告書においてはできるだけ速やかな適用を
求めるべきではないか。

以 上


